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川越市客引き行為等防止パトロール業務委託仕様書 

 

１ 件名 

  川越市客引き行為等防止パトロール業務委託 

 

２ 目的 

  本業務は、クレアモール周辺における客引き行為等を防止し、市民等が安

心して通行できる環境を確保することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

※パトロールの実施期間は、令和８年７月中から令和１０年３月３１日ま 

でとし、始期については事業者からの提案とする。 

なお、令和１０年３月におけるパトロールの最終実施日は、市との協議 

により決定する。 

 

４ 履行場所 

原則として、「川越市客引き行為等の防止に関する条例」で定める、別図

「客引き行為等防止重点区域（以下、「重点区域」）」内とする。 

 

５ 履行日及び履行時間 

⑴ 履行日  

令和８年度は、年間１０８日以上かつ月１２日以上（令和８年８月

～令和９年３月）、とし、７月中の履行日数については事業者からの提

案とする。 

令和９年度は、年間１５６日以上かつ月１２日以上とする。 

また、いずれの年度も毎週金、土曜日は実施すること。 

ただし、令和９年１月１日から１月３日及び令和１０年１月１日か

ら１月３日は実施を要しない。 

※年度ごとに履行日の総数を企画提案書等に記載すること。 
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⑵ 履行時間 

各日４時間以上（ただし、午後６時～午後１０時の４時間を履行時 

間に含むものとする。） 

なお、客引きの動向変化に対応するための活動時間の変更や、市の 

行事等の状況により時間を変更する必要がある場合には、市と協議す 

るものとする。 

６ 従事者等 

⑴ 従事者は、本業務の目的と内容を理解し、指導等を行う際には責任感を

持ち、心身ともに健康であり、緊急時においても迅速かつ的確に業務を遂

行できるものを選定すること。 

⑵ 従事者の指導監督を行う者（以下、「管理責任者」という。）として、警

備業法に基づく「警備員指導教育責任者」資格保有者若しくは警察官経験

者、あるいは同等の指揮能力を有した上で、客引き行為等の規制に関する

法令（「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）」及

び「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（埼

玉県迷惑行為防止条例）」をいう。）の知識を有し、繁華街等の生活安全対

策に関する実務経験を有する者を１名以上配置し、市との連絡担当窓口と

すること。 

⑶ 従事者は、柔道、剣道の有段者又はそれと同等の格闘技経験がある者若

しくは同等の身体能力を有するものとすること。 

⑷ 従事者は「川越市客引き行為等の防止に関する条例施行規則」に定め

る、指導員の指定を受けること。 

 

７ 活動体制 

⑴ 重点区域内又は重点区域周辺に、従事者の活動拠点を受注者の負担 

で設置し、労働基準法に基づいた適正な業務配置を行うこと。 

なお、拠点においては業務委託契約に係る個人情報やデータ等の安 

全管理に万全の措置をとること。 

⑵ 活動人員は２名以上とする。  

なお、実施曜日等に応じて増員することも可とする。 

⑶ 活動人員のうち、管理責任者は、週３日以上の勤務を基本とする。 

⑷ 従事者（管理責任者を除く）の２分の１以上は、最低１年以上繁華 

街の生活安全対策に関する実務経験を有する者とすること。  

⑸ 実施体制調書に記載した従事者の交代等の場合は、事前に市と協議 
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し、業務遂行水準を維持できるよう、従事する者の能力、体力、年齢 

構成等を十分考慮し交代要員を決めること。  

８ 業務内容 

業務は、①川越市客引き行為等の防止に関する条例（以下「条例」という。）

の周知・啓発、②条例第６条「客引き行為等の禁止」に対する指導を実施する

とともに、③その他社会通念上の迷惑行為等の抑止・啓発に努めるものとする。 

⑴ 条例（禁止行為等）の周知・啓発 

ア 客引き行為等の違反行為者が多く出現する場所等において、チラシや 

口頭等により条例（禁止行為等）の周知・啓発を行うこと。 

イ 実施場所は、市と協議して決定するものとし、通行の妨げやティッシ 

ュ配布等の適正に行われる宣伝行為の妨げなど店舗の営業妨害と誤認さ 

れないよう注意すること。 

⑵ 客引き行為等に対する指導 

ア 川越市客引き行為等防止重点区域において、原則天候に関わらず、立

番による固定配置又は徒歩によるパトロール警戒を実施し、条例で禁止

する客引き行為等をしていると認められる者に対し、条例第７条第１項

を根拠とする「指導」を口頭にて実施すること。また、動画撮影カメラ

を用いて違反行為及び指導等の実施状況を撮影すること。 

イ 市職員と共にパトロールを行う際は、職員による指導等の支援を行うこ

と。 

⑶ 市との協議及び報告 

ア 受注者は、月２回以上、業務開始前に市担当課へ立ち寄り、必要な指示

を受けた上で業務に臨むこと。また緊急時等における連絡体制を確保する

こと。 

イ 実施計画書（市と受注者が協議の上、決定した書式）及び月間の勤務予

定者一覧表を前月２５日までに提出し、業務内容について市の指示を仰ぐ

こと。 

ウ 受注者は、従事者に毎日の活動結果に関する報告書（市と受注者が協議

の上、決定した書式）を作成させるとともに、点検をした後、原則として

半月分をとりまとめ、毎月５日及び２０日までに、市担当課へ持参して業

務報告を行うこと。 

エ その他、市が必要と認めたときは、指定した事項を満たす報告書等を作

成し、市担当課へ提出すること。 

⑷ 関係機関からの情報収集 

受注者は、効果的に業務活動を行うため、必要があれば川越警察署に立ち 
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  寄り、最新の事件・事故等業務に関係する情報収集をすること。これらの内 

容については、連絡事項等があれば必ず市へ報告すること。 

⑸ その他禁止行為及び社会通念上の迷惑行為の抑止・啓発 

  巡回中は、以下に掲げる迷惑行為の抑止・啓発に努めるものとする。 

ア 「川越市路上喫煙の防止に関する条例」で定める「路上喫煙禁止地区」

にて路上喫煙を視認した際には、当該行為者に対して、当該行為をやめる

よう口頭注意を行うこと。また指定喫煙場所周辺で路上喫煙している者に

対しては、指定喫煙所内で喫煙するよう促す。 

イ 「川越市自転車放置防止条例」に基づく「自転車放置禁止区域（川越駅・

本川越駅周辺）」内の道路等の公共の場所にて、自転車を駐車している者

を視認した際は、当該行為をやめるよう口頭注意をし、周辺の自転車駐車

場に駐車するよう促す。 

ウ 道路等の公共の場所において「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」

で禁止されている行為を視認した場合は、当該行為をやめるよう口頭注

意を行う。 

エ 通行の妨害となる路上での滞留やたむろ行為、その他社会通念上の迷惑

行為を行う者に対しても注意喚起を行う。 

⑹ 巡回時の注意事項 

ア 従事者は、常に本業務の主旨を踏まえ、怠慢及び不適切な行動をとるこ

とがないよう十分に注意すること。また、従事者間での連絡を密にすると

ともに、情報を共有すること。 

イ 従事者は、業務上支障のある場合を除き、市民等から請求のあった際は、

指導員証を提示し、委託元である市の担当課名、受注者の社名、従事者の

氏名、本委託業務の目的等を告げること。 

ウ 事件・事故の現認又は迷い人・急病人等の要保護者を発見した場合など

緊急対応を要するときは、直ちに警察又は消防等の関係機関に通報すると

ともに、安全確保や救護等必要な措置を講ずること。また、事件・事故等

の特異事案を取り扱った場合は、事案の概要を速やかに市に口頭報告する

とともに、取扱終了後、市に書面報告すること。 

エ 大雨、洪水、地震などによる災害が発生し、又は災害が発生するおそれ

がある場合は、市の指示に従い、安全確保を図りながら、現場確認等の対

応に当たること。 

   また、本業務中に大規模災害等が発生した場合は、各自の安全を確保し

た後、各自が管理責任者に安否報告を行うこと。管理責任者は、速やかに

市と連絡をとり指示を仰ぐこと。 
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オ その他、対応困難な状況が発生したときは、直ちに市に連絡して指示を

受け適切に対応すること。 

カ 従事者の食事、喫煙、休憩は、活動拠点にて定められた時間に行い、路

上等の公共の場所では行わないこと。 

⑺ 市民からの質問・要望等への対応 

本業務従事中に、市民等から質問・要望等を受けた場合は、内容等を記録

し、速やかに防犯・交通安全課に報告する。 

また、苦情を受けた場合には、事実を確認するとともに、発生原因、再発

防止対策等を内容とする書面を市と協議した上で作成し、報告すること。 

⑻ 受注者は、その他業務委託の目的を達成するために必要な事項について、 

 市の指示に従うこと。 

９ 従事者の服装及び装備資器材等 

⑴ 受注者は、従事者に市作成の指導員証を携行させるとともに、原則自社規 

定のユニフォームを着用させ、雨具、防寒具等についても受注者において用 

意すること。 

また、端正な身だしなみを保持させ、随時点検すること。 

⑵ 受注者は、本事業に必要な装備品（携帯用拡声器、携帯電話機、デジタル 

カメラ、動画撮影カメラ、懐中電灯、住宅地図、パソコン、インターネット 

の通信環境等）を用意すること。なお、業務に必要な物品等の全ての費用は、 

受注者の負担とする。 

 

１０ 受注者の責務 

⑴ 受注者は、従事者に対し、本業務の内容（関係法令、条例等）を教養 

し、熟知させるとともに、関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者 

の責任において適切に行うこと。 

また、受注者は、業務が滞りなく遂行できるようパトロール実施期間開 

始以前に従事者に対し、事前研修等を行うほか、実施期間中においても必 

要に応じて研修を実施し、市に実施結果を報告すること。なお、これに係 

る経費は受注者の負担とする。 

⑵ 受注者は、市が指示する客引き防止又は防犯等に係る企画・イベント等 

に参加すること。 

⑶ 受注者の責務において、市民・業務関係者等に対する安全対策に万全を 

期し、事件・事故等の未然防止に努め、事件・事故等を認知した際は的確 

な初動対応を行うこと。 
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⑷ 受注者は、管理責任者の総括のもと業務を遂行し、業務の進捗状況につ 

いて確認の上、市へ適宜報告すること。 

⑸ 受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の 

解除又は業務委託終了後も同様とする。 

⑹ 受注者は、市又は市民等の第三者に対して損害を与えたときは、これら 

を賠償する一切の責務を負うこと。 

⑺ 受注者は、従事者の労働条件等（年金・健康保険・雇用保険・労災を含 

む)について、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法などの労働関 

連法令並びに関係する条例、規則等を遵守すること。 

⑻ 受注者は、従事者が業務中の災害や事故等で被った損害（労働災害）に 

ついては、受注者の責任と負担で処理し、市に一切の責任及び賠償を求め 

ないものとする。また、損害の内容と対応状況等を速やかに市へ報告する 

こと。 

⑼ 受注者は、個人情報の取り扱いに配慮し、個人情報の保護に関する法律 

及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例並びに別記で定める「個 

人情報取扱特記事項」を遵守すること。なお、契約の解除又は業務委託終 

了後も同様とする。 

⑽ 市からの緊急時の呼び出しに対し、受注者は速やかに対応すること。 

⑾ 市で実施する他のパトロール業務に関し、連携・協力をすること。 

⑿ 受注者は、その他業務委託の目的を達成するために必要な事項について 

 は、市の指示に従うこと。 

１１ 業務の再委託の禁止 

受注者は、受託した業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはで

きない。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる一部の業務について、再委

託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書

面にて提出し、発注者の承諾を得ることで再委託することができる。 

 

１２ その他 

⑴ 障害者差別解消法の遵守について 

本契約の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（平成２５年法律第６５号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を

理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を遵守すること。 

⑵ 道路交通法等の遵守について 
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従事者が通勤手段として自転車を利用する際には、受注者の責任におい 

てヘルメットの着用に努める等、道路交通法その他の自転車の利用に関す 

る法令及び「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の規定を遵守 

すること。 

 

 

１３ 支払方法 

受注者は、月ごとに委託の完了を報告する書類等を提出する。市は履行の

確認後、受注者からの請求に基づき支払うものとする。 

 

１４ 問合せ先 

  川越市 市民部 防犯・交通安全課 電話 ０４９－２２４－５７２１ 
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クレアモールのメイン通り 
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別記「個人情報取扱特記事項」 

 

（基本事項） 

１ この契約により、川越市（以下「発注者」という。）から業務の委託を受けた者（以下

「受注者」という。）は、この契約による業務を履行するに当たり、個人情報（個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。）を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵

害することのないようにしなければならない。 

 （秘密保持） 

２ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （従事者の明確化） 

３ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者を明確にし、発注

者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。 

 （従事者への監督及び教育） 

４ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者に対し、在職中及

び退職後においても、この契約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ、又は不当に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項につ

いて、監督及び教育を行わなければならない。 

 （委託目的以外の使用等の禁止） 

５ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情

報を当該業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

６ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失その他の事故を

防止するため、個人情報の厳重な保管、搬送その他の安全管理のために必要かつ適切な措

置を講じなければならない。 

 （持ち出しの禁止） 

７ 受注者は、この契約による業務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契

約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他のあらかじめ特定した場所

から個人情報を持ち出してはならない。 

 （複写及び複製の禁止） 

８ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情

報を複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の条件） 

９ 受注者は、個人情報の取扱いを伴う業務を第三者（受注者の子会社（会社法（平成１７

年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）に

委託（以下「再委託」という。）しようとする場合には、あらかじめ発注者の書面による

承諾を得なければならない。この場合において、受注者は、再委託の相手方にこの個人情

報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に規定する義務と同様の義務を遵守させる

とともに、発注者に対し、再委託の相手方による当該義務の履行について責任を負うもの

とする。 

 （個人情報の返還又は処分） 

10 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人
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情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければな

らない。 

 （報告及び実地調査） 

11 発注者は、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、この契約によ

る業務に係る個人情報の取扱いについて、受注者に報告させ、又は実地に調査をすること

ができる。 

 （事故発生時の報告義務） 

12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知った

ときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了

し、又は解除された後においても､同様とする｡ 

 （その他） 

13 受注者は、前各項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 


